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議会運営委員会会議録 
平成２４年１１月９日（金） 

（開 会）１０：００  
（閉 会）１０：１５  

案  件 
 
請願第１０号 飯塚市議会のインターネット中継を開始することの請願 

 
 
○委員長 
 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。「請願第１０号 飯塚市議会のインターネッ

ト中継を開始することの請願」を議題といたします。おはかりいたします。請願審査にあたり、

紹介議員として上野伸五議員に出席を求め、説明を受けたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。よって、説明を受けることに決定いたしました。紹介議員さんは紹介

議員席にお着きください。 
（紹介議員着席） 
 それでは、本請願について紹介議員の説明を求めます。上野伸五議員。 
○上野伸五議員 
 おはようございます。本日、「請願第１０号 飯塚市議会のインターネット中継を開始するこ

との請願」の紹介議員として説明をさせていただきますが、請願書にあるとおり請願書の内容

についても私も少しお手伝いをさせてもらっていますので、これ以上ご説明することはなかろ

うかと思います。この文面のとおりでございますので、皆様どうぞ慎重審議していただきます

ようによろしくお願いを申し上げます。 
○委員長 
 説明が終わりましたので、紹介議員に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
よろしいですか。それでは紹介議員に対する質疑を終結いたします。上野議員ありがとうご

ざいました。 
（紹介議員退席） 
次に、本件全般についての質疑を許します。質疑はありませんか。 
○永末委員 
 おはようございます。今回、議会のインターネット中継を開始することに対する請願という

ことで、議会を開かれた議会にするという意味で、大変重要な請願ではないかと考えておりま

す。それで事務局にちょっと技術的な部分で少しお聞きしたいんですが、実際いま本会議場で

はカメラがありまして、委員会室ではカメラがないような状態でございます。実際、今のこの

現状のままインターネット中継ができるのか、もしできないのであれば、どういったものプラ

スしなくちゃいけないのか。費用面ではかなり、ちょっと資料のほうとか見ていますけれども、

安く済んでいるような状況もございますので、その辺り、どのぐらいでやれるのかという部分

をお示しいただきたいと思います。 
○議会事務局次長 
 ネット中継における費用の状況につきましては、各市の状況を前回の委員会のほうで資料を
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提供させていただいております。その中におきましては、まあそれをうちのほうとしては参考

にしたいと思っておるわけですけれども、その状況を見ておりましたら最高額は宗像市の２７

５０万円ということになっており、それぞれ数１００万円の費用がかかっておる状況でござい

ます。飯塚市の状況におきましては、本会議場におきましても、委員会におきましてもネット

中継が可能となるような状況にはなっておりませんので、この資料に基づいて相当な費用がか

かるのではないかと考えております。 
○永末委員 
 まだこの請願の審議ということですので、あまり中身に入るつもりはないんですが、いろん

なところでネット中継が進んでいますよね。例えば、他県ですけれども、佐賀県武雄市とかで

はＵＳＴＲＥＡＭなどを使って、かなり安価にやれているというかいう事例とかございますの

で、まあいろいろ資料見ていますとピンからキリまでありますので、ただ、費用対効果という

部分をしっかり重視してできるだけ安く済ませられるのであれば、それこそ数万円で済んでい

るようなところもありますので、やり方と、あとはどれだけのものを提供するかという部分で

ありますけれども、基本的には見てもらうという部分が一番根本であると思いますので、その

辺り、ぜひ審議の場においても、そういう資料づくりに努めていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 
○委員長 
 他に質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
それでは本請願の取り扱いについて皆様方と意見交換をさせていただきたいと思います。現

状、紹介議員からの補足説明を受け１件質疑がございました。ただこの状況で、皆様方が委員

さんとして結論を出すには、やはり会派から代表して来られている委員さんですので、持ち帰

って会派での検討が必要であると思っております。ですので、本日については継続審査とさせ

ていただき、会派のほうでしっかり審議をしていただいて、次回ぜひ結論がでるようにやって

いただきたいと思います。そのために、もし今回、きょう、お持ち帰りになって会派でお話を

する際に足りないと思われるような案件ですね、例えばこういったところの質疑はやってなか

った。もう一回やらなくてはいけないということができるだけないように、もし現状において

質疑できる点がありましたら、ぜひやっていただきたいと思います。それがなかったら継続審

査としてお持ち帰りいただいて、会派で検討していただいて次回の委員会に望んでいただきた

いと思っております。以上のような取り計らいでよろしいでしょうか。 
○宮嶋委員 
 中身に入ったらいけないということなので、ちょっと何を聞こうかなと思っているんですけ

れども、私も開かれた議会にするためにもぜひやっていただきたいと思うんですが、だいたい

経費がどのくらいかかるのかとか、いまの現状、いま永末委員のほうから聞かれましたけれど

も、いまこのくらいの施設があって、これに何を足したらいいから、まあその、上限どのくら

いかかるかとか、何かそういう、例えばどういう施設が要るのかとか、何かそういうところ辺

がもうちょっとわかると、全体像が見えるんじゃないかなと思いますけど、今の答弁では最高

と最低と、という感じのことしか言われなかったんで、それぞれ先例の自治体の様子がずっと

書いてありますけれど、このやり方でいくと飯塚の場合がどこの例に一番当てはまるのかとか、

何かそんなのがわかるといいなと思うんですけど、難しいんでしょうか。 
○議会事務局次長 
 それぞれ市におきましては、庁舎の構造とか、情報関係の設備とか、それぞれ違いますので

なかなか一緒にですね、どこということで考えるのは難しいと考えております。 
○委員長 
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 あのですね、中身について入ってはいけないというお話がございましたけど、基本は請願を

審査するにあたって必要な分に関してやっぱり聞かないと現実、判断ができませんので、それ

については触れていただいていいと思います。いま事務局次長のほうからあのようなお話があ

りましたが、そうしましたら宮嶋委員、資料として何か必要な部分等がありましたら、資料要

求というような形で発言していただいて結構ですし。はい、明石委員。 
○明石委員 
 いま具体的な話という中でいま飯塚市が置かれている立場ですね、状況を考えると、これは

１つの立ち入った意見になりますけれど、庁舎問題、新庁舎を建てるとか、そういう形で話し

ていますよね。その中でこういうインターネットの方法をどうするかというのも、１つ大きな

議題になりやしないかなと思います。いま、すごく経費がかからない時点でするなら、現状の

ままで、この状態のままでできると私は思っているんですけど、やはりするからにはきちっと

したものを出すなら、やっぱり庁舎建設とのお兼ね合いが出てくるんではないかなと私は考え

ています。いま委員長が言われましたように、これは会派に持って帰っていろんな意見を聞い

て、そしてその中でまた再び委員会を開いてもらうという形が最善ではないかなと私は思って

います。意見としてお願いします。 
○委員長 
 先ほど宮嶋委員のほうから質問がございました。そして、明石委員のほうからご意見がござ

いました。ほかに質問、ご意見等ございますか。 
○永末委員 
 実際、私もインターネットとか使うことがありますんで、他の自治体の配信状況とかいうの

も見ることがあるんですけれども、例えばいま言葉としてＵＳＴＲＥＡＭとか、ＹｏｕＴｕｂ

ｅとか簡単に私のほうでも使っているんですけれども、そもそもその辺り、どういったふうな

もので、それはどういうふう使えるものなのかというのを説明していただいていいですか。 
（「資料要求で」という声あり） 
資料要求でそこの辺りの説明がわかるような、わかりやすいような資料を要求したいと思い

ますのでお取りはからいのほうをお願いします。 
○委員長 
 暫時休憩いたします。 
休 憩 １０：１２ 
再 開 １０：１３ 
委員会を再開いたします。執行部にお尋ねいたします。ただいま永末委員から要求がありま

した資料は提出できますか。 
○議会事務局次長 
 資料を提出させていただきます。 
○委員長 
 おはかりいたします。ただいま永末委員から要求がありました資料については、要求するこ

とにご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。資料につきましては、準

備が出来次第、各委員のボックス等に事前に配付させていただきたいと思っております。ほか

に質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
そうしましたら質疑等がないようですので、本日の審査についてはこの程度にとどめます。

おはかりいたします。「請願第１０号 飯塚市議会のインターネット中継を開始することの請
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願」について継続審査とすることにご異議ございませんか。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。よって、本請願は継続審査とすべきものに決定たしました。以上を

もちまして、議会運営委員会を閉会いたしますが、ぜひ各会派の皆さん方、お持ち帰りになっ

て、事務局から配付される資料も含め検討していただき、次回委員会へ臨んでいただきたいと

思っております。お疲れ様でした。 


